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Ⅰ 介護保険を取り巻く状況 

 

Ⅱ 第８期介護保険制度の主な改正内容 

１ 感染症や災害への対応力強化 

２ 地域包括ケアシステムの推進 

３ 自立支援・重度化防止の取組の推進 

４ 介護人材の確保・介護現場の革新 

５ 制度の安定性・持続可能性の確保 
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２０００年４月末 ２０１９年４月末

第１号被保険者数 ２，１６５万人 ⇒ ３，５２８万人 １．６倍

２０００年４月末 ２０１９年４月末

認定者数 ２１８万人 ⇒ ６５９万人 ３．０倍

①６５歳以上被保険者の増加

②要介護（要支援）認定者の増加

③サービス利用者の増加

２０００年４月 ２０１９年４月

在宅サービス利用者数 ９７万人 ⇒ ３７８万人 ３．９倍

施設サービス利用者数 ５２万人 ⇒ ９５万人 １．８倍

地域密着型サービス利用者数 － ８７万人

（居宅系） － ６１万人

（居住系） － ２１万人

（施設系） － ６万人

計 １４９万人 ⇒ ４８７万人※ ３．３倍

（出典：介護保険事業状況報告）

○介護保険制度は、制度創設以来２０年を経過し、６５歳以上被保険者数が約１．６倍に増加する
なかで、サービス利用者数は約３．３倍に増加。高齢者の介護に無くてはならないものとして
定着・発展している。

※ 居宅介護支援、介護予防支援、小規模多機能型サービス、複合型サービスを足し合わせたもの、並びに、介護保険施設、
地域密着型介護老人福祉施設、特定入所者生活介護（地域密着型含む）、及び認知症対応型共同生活介護の合計。 3

これまでの２０年間の対象者、利用者の増加
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要支援 要支援１ 要支援２ 経過的 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

５８６（単位：万人）

（出典：介護保険事業状況報告）

注１）H23.4月末の数値には、陸前高田市、大槌町、女川町、桑折町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町は含まれていない。

注２）H24.4月末の数値には、楢葉町、富岡町、大熊町は含まれていない。

H12.4→H31.4の比較

（注１）（注２）
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要介護度別認定者数の推移

要介護（要支援）の認定者数は、平成３１年４月現在６５９万人で、この１９年間で約３．０倍に。このうち
軽度の認定者数の増が大きい。また、近年、増加のペースが再び拡大。

計
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5.9 兆円 6.2 兆円 6.4 兆円
6.9 兆円 7.3 兆円 7.6 兆円

8.1 兆円 8.5 兆円 8.9 兆円 9.1 兆円 9.2 兆円 9.4 兆円

0.1 兆円
0.1 兆円

0.2 兆円
0.2 兆円

0.2 兆円
0.2 兆円

0.2 兆円
0.2 兆円

0.2 兆円 0.2 兆円 0.3 兆円
0.4 兆円

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

地域支援…
保険給付

○ 給付費・事業費

２，９１１円

○ 65歳以上が支払う保険料 〔 全国平均 ( 月額・加重平均 ) 〕

介護保険の保険給付費・地域支援事業費（※）は、年々増加

介護費用と保険料の推移

5

３，２９３円
(＋１３％)

４，０９０円
(＋２４％)

４，１６０円
(＋１.７％)

４，９７２円
(＋２０％)

５，５１４円
(＋１１％)

第1期（H12～14年度）
（2000~2002）

第6期（H27～29年度）
（2015~2017）

第5期（H24～26年度）
（2012~2014）

第4期（H21～23年度）
（2009~2011）

第3期（H18～20年度）
（2006~2008）

第2期（H15～17年度）
（2003~2005）

５，８６９円
(＋６.４％)

第7期（H30～R2年度）
（2018~2020）

3.2兆円

4.1兆円

4.7兆円

5.8兆円 6.0兆円
6.3兆円

6.6兆円

7.1兆円
7.5兆円

8.3兆円
8.7兆円

7.8兆円

9.1兆円 9.3兆円
9.5兆円

9.8兆円

5.1兆円
5.6兆円

※１ 介護保険に係る事務コストや人件費などは含まない（地方交付税により措置されている）。
※２ 保険給付及び地域支援事業の利用者負担は含まない。
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・第1号被保険者に占める75歳以上の
高齢者の割合、所得段階別の割合等
に応じて調整交付

第1号保険料
【65歳以上】

23％（2.6兆円）

国庫負担金【調整交付金】
5％（0.6兆円）

国庫負担金【定率分】
20％（2.1兆円）

都道府県負担金
12.5％（1.6兆円）

・第2号保険料の公費負担（0.3兆円）
国保（国：0.3兆円 都道府県：0.1兆円）

・第1号・第2号保険料の割合は、
介護保険事業計画期間（3年）
ごとに、人口で按分

・施設の給付費の負担割合
国庫負担金（定率分）15％
都道府県負担金 17.5％

市町村負担金
12.5％（1.4兆円）

第2号保険料
【40～64歳】

27％（3.1兆円）

公 費 50％保険料 50％
平成２７年度から保険料の低
所得者軽減強化に別枠公費
負担の充当を行い、この部分
が公費（国・都道府県・市町
村）となる

※数値は端数処理をしているため、合計が一致しない場合がある。

（令和２年度予算案 介護給付費：11.5兆円）
総費用ベース：12.4兆円

介護保険の財源構成と規模

6
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サービスごとの１人当たり総費用（補足給付含む）

（単位：千円／人）要
介
護
利
用
者
内
訳

総
費
用
内
訳
（補
足
給
付
含
む
）

要介護のサービス利用者のうち、居宅・地域密着型サービスは約80％、施設サービスは約20％であるが、
総費用においては、居宅・地域密着型サービスは約64％、施設サービスは約36％となっている。

要介護利用者・総費用内訳

出典：厚生労働省「介護給付費等実態統計」（平成31年４月審査分）

総費用等における提供サービスの内訳

居宅サービス

地域密着型サービス

施設サービス

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

介護医療院

介護療養

老健

地域密着型特養

特養

認知症ＧＨ（短期以外）

複合型サービス（短期以外）

特定施設（短期以外）

地域密着型特定（短期以外）

小規模多機能（短期以外）

定期巡回・随時対応型

認知症デイ

短期入所療養（病院等）

短期入所生活

短期入所療養（老健）

通所介護

地域密着型デイ

通所リハ

認知症GH（短期利用）

訪問介護

特定施設（短期利用）

訪問入浴介護

地域密着型特定（短期利用）

訪問看護

複合型サービス（短期利用）

小規模多機能（短期利用）

訪問リハ

夜間対応型訪問介護

福祉用具貸与

居宅療養管理指導

307万人

(62.6%)

87.7万人

(17.9%)

95.7万人

(19.5%)

居宅サービス

地域密着型サービス

施設サービス

3,666 億円

(45.7%)

1,478 億円

(18.4%)

2,886 億円

(35.9%)
居宅サービス

地域密着型サービス

施設サービス
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総費用等における提供サービスの内訳（平成30年度） 金額

費用額（百万円） 利用者数（千人） 事業所数

居宅

訪問介護 900,694 1,456.7 33,176
訪問入浴介護 52,495 123.0 1,770
訪問看護 257,052 701.0 11,795
訪問リハビリテーション 42,823 153.6 4,614
通所介護 1,243,519 1,604.5 23,881
通所リハビリテーション 409,205 621.8 7,920
福祉用具貸与 302,033 2,413.1 7,113
短期入所生活介護 422,572 739.1 10,615
短期入所療養介護 57,484 152.9 3,781
居宅療養管理指導 111,247 1,053.5 39,123
特定施設入居者生活介護 532,291 280.6 5,550

計 4,331,418 3,930.2 149,338
居宅介護支援 465,401 3,581.1 39,685

地
域
密
着
型

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 46,295 36.8 946
夜間対応型訪問介護 3,416 12.6 172
地域密着型通所介護 402,188 596.8 19,452
認知症対応型通所介護 85,213 82.7 3,439
小規模多機能型居宅介護 252,000 143.2 5,648
看護小規模多機能型居宅介護 33,730 18.1 627
認知症対応型共同生活介護 682,789 257.4 13,904
地域密着型特定施設入居者生活介護 19,718 10.4 350
地域密着型介護老人福祉施設サービス 211,289 75.7 2,344

計 1,736,638 1,182.6 46,882

施
設

介護老人福祉施設 1,847,256 690.7 8,057
介護老人保健施設 1,306,490 566.2 4,285
介護療養型医療施設 199,799 73.0 912
介護医療院 23,724 12.4 145

計 3,377,270 1,284.6 13,399
合計 9,910,728 5,179.2 244,054

※事業者数は延べ数である。【出典】厚生労働省「平成30年度介護給付費等実態統計」
（注１）介護予防サービスを含まない。特定入所者介護サービス（補足給付）、地域支援事業に係る費用は含まない。また、市区町村が直接支払う費用（福祉用具購入費、住宅改修費など）は含まない。
（注２）介護費は、平成30年度（平成30年５月～平成31年４月審査分（平成30年４月～平成31年３月サービス提供分）、請求事業所数は、平成31年４月審査分である。
（注３）利用者数は、平成30年４月から平成31年３月の１年間において一度でも介護サービスを受給したことのある者の数であり、同一人が２回以上受給した場合は１人として計上している。ただし、当該期

間中に被保険者番号の変更があった場合には、別受給者として計上している。

9
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国・府・市町村の役割 
 

国 

（制度の設計） 

⚫ 介護保険制度の設計 

⚫ 介護報酬・基準の決定 

⚫ 都道府県・市町村への支援（公費負担、補助金）、助言 

都道府県 

（広域支援） 

⚫ 市町村への支援（公費負担、補助金）、助言 

⚫ 介護事業所の指定・指導 

⚫ 介護・福祉人材の育成（研修等） 

市町村 

（保険者） 

⚫ 介護保険制度の運営 

⚫ 介護事業所の指定・指導 
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① 65歳以上の高齢者数は、2025年には3,677万人となり、2042年にはピークを迎える予測（3,935万人）。
また、75歳以上高齢者の全人口に占める割合は増加していき、2055年には、25％を超える見込み。

2015年 2020年 2025年 2055年

65歳以上高齢者人口（割合） 3,387万人（26.6%） 3,619万人（28.9%） 3,677万人（30.0%） 3,704万人（38.0%）

75歳以上高齢者人口（割合） 1,632万人（12.8%） 1,872万人（14.9%） 2,180万人（17.8%） 2,446万人（25.1%）

② 65歳以上高齢者のうち、認知症高齢者が増加していく。

④ 75歳以上人口は、都市部では急速に増加し、もともと高齢者人口の多い地方でも緩やかに増加する。各地域の高齢化の状況
は異なるため、各地域の特性に応じた対応が必要。 ※都道府県名欄の（ ）内の数字は倍率の順位

（1,000世帯） 世帯主が65歳以上の単独世帯及び夫婦のみ世帯数の推計

埼玉県(1) 千葉県(2) 神奈川県(3) 愛知県(4) 大阪府(5) ～ 東京都(17) ～ 鹿児島県(45) 秋田県(46) 山形県(47) 全国

2015年
＜＞は割合

77.3万人
＜10.6%＞

70.7万人
＜11.4%＞

99.3万人
＜10.9%＞

80.8万人
＜10.8%＞

105.0万人
＜11.9%＞

146.9万人
＜10.9%＞

26.5万人
＜16.1%＞

18.9万人
＜18.4%＞

19.0万人
＜16.9%＞

1632.2万人
＜12.8%＞

2025年
＜＞は割合
（ ）は倍率

120.9万人
＜16.8％＞
（1.56倍）

107.2万人
＜17.5%＞
（1.52倍）

146.7万人
＜16.2%＞
（1.48倍）

116.9万人
＜15.7%＞
（1.45倍）

150.7万人
＜17.7%＞
（1.44倍）

194.6万人
＜14.1%＞
（1.33倍）

29.5万人
＜19.5%＞
（1.11倍）

20.9万人
＜23.6%＞
（1.11倍）

21.0万人
＜20.6%＞
（1.10倍）

2180.0万人
＜17.8%＞
（1.34倍）

（％）

③ 世帯主が65歳以上の単独世帯や夫婦のみの世帯が増加していく

国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（全国） (平成29(2017)年4月推計)」より作成

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(平成30(2018)年3月推計)」より作成

2012年 2025年

（括弧内は65歳以上人口対比）

462万人
(15%)

約700万人
(約20%)

※「日本における認知症の高齢者人口の将来推計
に関する研究」（平成26年度厚生労働科学研究費

6,253 7,025 7,512 7,959 8,418 8,963 

6,277 6,740 6,763 6,693 6,666 6,870 23.5%
25.4% 26.4% 27.4% 28.8%

31.2%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年
世帯主65歳以上の夫婦のみの世帯
世帯主65歳以上の単独世帯
世帯主65歳以上の単独世帯と夫婦のみの世帯の世帯数全体に占める割合

国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計（全国推計）（平成30（2018））年1月推計）」より作成

今後の介護保険をとりまく状況（１）
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○75歳以上人口は、介護保険創設の2000年以降、急速に
増加してきたが、2025年までの10年間も、急速に増加。

（資料）将来推計は、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」（平成29年４月推計）出生中位（死亡中位）推計
実績は、総務省統計局「国勢調査」（国籍・年齢不詳人口を按分補正した人口）
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○85歳以上の人口は、2015年から2025年までの10年間、
75歳以上人口を上回る勢いで増加し、2035年頃まで一貫
して増加。

今後の介護保険をとりまく状況（２）

75歳以上の人口の推移 85歳以上の人口の推移
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出典：2019年９月末認定者数（介護保険事業状況報告）及び2019年10月１日人口
（総務省統計局人口推計）から作成

歳

７５歳以上全体の認定率：３２．１％

８５歳以上全体の認定率：６０．６％

年齢階級別の要介護認定率

14

年齢階級別の人口１人当たりの介護給付費

歳

（万円/年）

出典：2018年度「介護給付費等実態統計」及び2018年10月１日人口（総務省統計局人
口推計）から作成

注）高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費は含まない。
補足給付に係る費用は、サービスごとに年齢階級別受給者数に応じて按分。

○要介護認定率は、年齢が上がるにつれ上昇。特に、85歳
以上で上昇。

○ 一人当たり介護給付費は85歳以上の年齢階級で急増。

６５歳以上全体の認定率：１８．６％

各年齢階層別の認定率

今後の介護保険をとりまく状況（３）
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○人口構造の推移を見ると、2025年以降、「高齢者の急増」から「現役世代の急減」に局面が変化。

（出典）平成３０年４月１２日経済財政諮問会議加藤臨時委員提出資料（厚生労働省）

0

1,000

2,000

3,000

2018 2025 2040

823万人
<12.5%>

医療・福祉

～～

（万人）

5,650万人程度

（資料） 就業者数について、2018年は内閣府「経済見通しと経済財政運営の基
本的態度」、2025年以降は、独立行政法人労働政策研究・研修機構「平成27年
労働力需給の推計」の性・年齢別の就業率と国立社会保障・人口問題研究所「日
本の将来推計人口 平成29年推計」（出生中位・死亡中位推計）を用いて機械的
に算出。医療・福祉の就業者数は、医療・介護サービスの年齢別の利用状況
（2025年）をもとに、人口構造の変化を加味して求めた将来の医療・介護サー
ビスの需要から厚生労働省において推計（暫定値）。

6,350万人程度

6,580万人

《就業者数の推移》

6,000

930万人程度
<15%程度>

【暫定】

1,060万人程度
<19%程度>

【暫定】

今後の介護保険をとりまく状況（４）
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いつまでも元気に暮らすために･･･

生活支援・介護予防

住まい

地域包括ケアシステムの姿

※ 地域包括ケアシステムは、おおむね３０
分以内に必要なサービスが提供される日
常生活圏域（具体的には中学校区）を単
位として想定

■在宅系サービス：
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護
・福祉用具
・24時間対応の訪問サービス
・複合型サービス

（小規模多機能型居宅介護＋訪問看護）等

・自宅
・サービス付き高齢者向け住宅等

相談業務やサービスの
コーディネートを行います。

■施設・居住系サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護医療院
・認知症対応型共同生活介護
・特定施設入居者生活介護

等

日常の医療：
・かかりつけ医、有床診療所
・地域の連携病院
・歯科医療、薬局

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等

・地域包括支援センター
・ケアマネジャー

通院・入院
通所・入所

病院：
急性期、回復期、慢性期

病気になったら･･･

医 療 介護が必要になったら･･･

介 護

■介護予防サービス

地域包括ケアシステムの構築について

○ 団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らし
い暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保される
体制（地域包括ケアシステム）の構築を実現。

○ 今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、地域包
括ケアシステムの構築が重要。

○ 人口が横ばいで７５歳以上人口が急増する大都市部、７５歳以上人口の増加は緩やかだが人口は減少する
町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差。

○ 地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の
特性に応じて作り上げていくことが必要。
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○ 平成27年に「認知症施策推進総合戦略～認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて～」（新オレンジプラン）を策定し、認知症の人の意思が尊
重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮らし続けることが出来る社会の実現に向けた取組みを進めてきた。

○ 平成30年12月には、認知症に係る諸問題について、関係行政機関の緊密な連携の下、政府一体となって総合的に対策を推進することを目的として
「認知症施策推進関係閣僚会議」が設置され、本年６月18日に「認知症施策推進大綱」が取りまとめられた。

④ 認知症バリアフリーの推進・若年性認知症の④ 認知症バリアフリーの推進・若年性認知症の
人への支援・社会参加支援

⑤ 研究開発・産業促進・国際展開

③ 医療・ケア・介護サービス・介護者への支援

【基本的考え方】
認知症の発症を遅らせ、認知症になっても希望を持って日常生活を過ごせる社会を目指し認知症の人や家族の視点を

重視しながら｢共生｣※１と｢予防｣※２を車の両輪として施策を推進

① 普及啓発・本人発信支援

② 予防

※1 「共生」とは、認知症の人が、尊厳と希望を持って認知症とともに生きる、また、認知症があってもなくても同じ社会でともに生きるという意味
※2  「予防」とは、「認知症にならない」という意味ではなく、「認知症になるのを遅らせる」「認知症になっても進行を緩やかにする」という意味

・企業・職域での認知症サポーター養成の推進
・「認知症とともに生きる希望宣言」の展開 等

・高齢者等が身近で通える場「通いの場」の拡充
・エビデンスの収集・普及 等

・早期発見・早期対応の体制の質の向上、連携強化
・家族教室や家族同士のピア活動等の推進 等

・認知症になっても利用しやすい生活環境づくり
・企業認証・表彰の仕組みの検討
・社会参加活動等の推進 等

・薬剤治験に即応できるコホートの構築 等

具体的な施策の５つの柱

○ 認知症は誰もがなりうるものであり、家族や身近な人
が認知症になることなども含め、多くの人にとって身
近なものとなっている。

○ 生活上の困難が生じた場合でも、重症化を予防しつ
つ、周囲や地域の理解と協力の下、本人が希望を持っ
て前を向き、力を活かしていくことで極力それを減ら
し、住み慣れた地域の中で尊厳が守られ、自分らしく
暮らし続けることができる社会を目指す。

○ 運動不足の改善、糖尿病や高血圧症等の生活習慣病の
予防、社会参加による社会的孤立の解消や役割の保持
等が、認知症の発症を遅らせることができる可能性が
示唆されていることを踏まえ、予防に関するエビデン
スを収集・普及し、正しい理解に基づき、予防を含め
た認知症への「備え」としての取組を促す。結果とし
て70歳代での発症を10年間で1歳遅らせることを目指
す。また、認知症の発症や進行の仕組みの解明や予防
法・診断法・治療法等の研究開発を進める。

対象期間：2025（令和7）年まで

コンセプト

認知症施策推進大綱（概要）（令和元年６月１８日認知症施策推進関係閣僚会議決定）

ੳ
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भ
য
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ఔ
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ଳ
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ଳ
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・口腔・嚥下機能の維持・
改善

・口腔衛生や全身管理に
よる誤嚥性肺炎の予防

自立支援・重度化防止を効果的に行うための取組の連携

医師、歯科医師、リハ専門職、管理栄養士、歯科衛生士等の
多職種による総合的なリハ、機能訓練、口腔・栄養管理

リハビリテーション・
機能訓練

栄養 口腔

・筋力・持久力の向上
・活動量に応じた適切な
栄養摂取量の調整

・低栄養の予防・改善
・食欲の増進

・適切な食事形態・摂取方法の提供 ・食事摂取量の維持・改善 ・経口摂取の維持

• リハビリの負荷又は活動量に応じて、必要なエネルギー量や栄養素を調整することが、筋力・持久力の向上及びADL維持・改善に重要で
ある。

• 誤嚥性肺炎の予防及び口腔・嚥下障害の改善には、医科歯科連携を含む多職種連携が有効である。
• 口腔・嚥下機能を適切に評価することで、食事形態・摂取方法の提供及び経口摂取の維持が可能となる。

リハビリ、栄養、口腔の取組は一体となって運用されることで、より効果的な自立支援・重度化
予防につながることが期待される。
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○ 「診ている患者の臨床上の疑問点に関して、医師が関連文献等を検索し、それらを批判的に吟味した上で患
者への適用の妥当性を評価し、さらに患者の価値観や意向を考慮した上で臨床判断を下し、専門技能を活用し
て医療を行うこと」と定義できる実践的な手法。

医療分野における「根拠（エビデンス）に基づく医療」（Evidence Based Medicine：EBM）

(医療技術評価推進検討会報告書, 厚生省健康政策局研究開発振興課医療技術情報推進,平成11年3月23日)
(Guyatt GH. Evidence-based medicine. ACP J Club. 1991;114(suppl 2):A-16.)

1990年代以降、医療分野においては、「エビデンスに基づく医療」が実施されている。

○ 介護保険制度は、単に介護を要する高齢者の身の回りの世話をするというだけではなく、高齢者の尊厳を
保持し、自立した日常生活を支援することを理念とした制度。

○ 介護分野においても科学的手法に基づく分析を進め、エビデンスを蓄積し活用していくことが必要であるが、
現状では、科学的に効果が裏付けられた介護が、十分に実践されているとは言えない。

○ エビデンスに基づいた自立支援・重度化防止等を進めるためには、現場・アカデミア等が一体となって科学
的裏付けに基づく介護を推進するための循環が創出できる仕組みを形成する必要がある。

介護関連データベースによる情報の収集・分析、
現場へのフィードバックを通じて、科学的裏付けに
基づく介護の普及・実践をはかる。

介護関連データ

介護分野における取組み

科学的裏付けに基づく介護（科学的介護）とは
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○ 高齢者の状態・ケアの内容等のデータベース。
2020年度から運用を開始する予定。

（基本的な項目）

※ 「基本的な項目」以外に、「目的に応じた項目」、「その他の項目」

※ 今後、モデル事業等の研究の状況、介護報酬改定等の状況を踏まえ、
適宜、修正・追加を行う。

CHASECHASE

分類 項目名称
総論 保険者番号
総論 被保険者番号
総論 事業所番号
総論 性別
総論 生年月日
総論 既往歴
総論 服薬情報

総論 同居人等の数・本人との関
係性

総論 在宅復帰の有無
総論 褥瘡の有無・ステージ
総論 Barthel Index

認知症 認知症の既往歴等

認知症 DBD13

認知症 Vitality Index

VISITVISIT
○ 通所・訪問リハビリテーション事業所から、リハ

ビリテーション計画書等の情報を収集。

○ 以下の文書を定められた様式で作成し、これ
らを電子的に入力（または電子的に入力さ
れたものを取り込み）できるようにし、かつその
内容を厚生労働省に提出してフィードバック
が受けられる仕組みを構築。

（収集項目）
• 様式１ ：興味・関心チェックシート
• 様式２-１：リハビリテーション計画書（アセスメント）
• 様式２-２：リハビリテーション計画書
• 様式３ ：リハビリテーション会議録
• 様式４ ：プロセス管理票
• 様式５ ：生活行為向上リハビリテーション実施計画

○ 平成30年度介護報酬改定において、
VISITにデータを提出しフィードバックを受ける
ことを評価するリハビリマネジメント加算
（Ⅳ）を新設。

分類 項目名称
口腔 食事の形態
口腔 誤嚥性肺炎の既往歴等
栄養 身長
栄養 体重
栄養 栄養補給法
栄養 提供栄養量_エネルギー
栄養 提供栄養量_タンパク質
栄養 主食の摂取量
栄養 副食の摂取量
栄養 血清アルブミン値
栄養 本人の意欲
栄養 食事の留意事項の有無
栄養 食事時の摂食・嚥下状況
栄養 食欲・食事の満足感
栄養 食事に対する意識
栄養 多職種による栄養ケアの課題

全世代型社会保障検討会議（第６
回）厚生労働大臣資料提出資料より
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○人口構造の推移を見ると、2025年以降、「高齢者の急増」から「現役世代の急減」に局面が変化。

（出典）平成３０年４月１２日経済財政諮問会議加藤臨時委員提出資料（厚生労働省）
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3,000

2018 2025 2040

823万人
<12.5%>

医療・福祉

～～

（万人）

5,650万人程度

（資料） 就業者数について、2018年は内閣府「経済見通しと経済財政運営の基
本的態度」、2025年以降は、独立行政法人労働政策研究・研修機構「平成27年
労働力需給の推計」の性・年齢別の就業率と国立社会保障・人口問題研究所
「日本の将来推計人口 平成29年推計」（出生中位・死亡中位推計）を用いて機
械的に算出。医療・福祉の就業者数は、医療・介護サービスの年齢別の利用状
況（2025年）をもとに、人口構造の変化を加味して求めた将来の医療・介護
サービスの需要から厚生労働省において推計（暫定値）。

6,350万人程度

6,580万人

《就業者数の推移》

6,000

930万人程度
<15%程度>

【暫定】

1,060万人程度
<19%程度>

【暫定】

今後の介護保険をとりまく状況

3



平均年齢 勤続年数 賞与込み給与

（歳） （年） （万円）

産
業
別

産業計 42.4 11.0 37.3

職
種
別

医師 40.7 5.2 97.4 

看護師 39.5 8.2 40.2 

准看護師 50.2 11.6 33.6

理学療法士、作業療法士 33.3 6.2 34.1 

介護支援専門員（ケアマネジャー） 49.9 9.3 32.8 

介護職員
【(Ｃ)と(Ｄ)の加重平均】

43.1 7.1 28.8

ホームヘルパー(Ｃ) 48.9 7.3 27.3 

福祉施設介護員(Ｄ) 42.6 7.1 28.9 
【出典】厚生労働省「令和元年賃金構造基本統計調査」に基づき老健局老人保健課において作成。

注１）一般労働者とは、「短時間労働者」以外の者をいう。短時間労働者とは、１日の所定労働時間が一般の労働者よりも短い者、又は１日の所定労働時間が一般の労働者と同
じ

でも１週の所定労働日数が一般の労働者よりも少ない者をいう。
注２）「賞与込み給与」は、「きまって支給する現金給与額（労働協約、就業規則等によってあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって支給される現金給与額）」に、「年間賞与

その他特別給与額（前年1年間（原則として1月から12月までの1年間）における賞与、期末手当等特別給与額（いわゆるボーナス））」の1/12を加えて算出した額
注３）看護職について、介護施設等（特養、老健、訪看）に勤務する非管理職の正規職員の平均賃金は、賞与抜き給与で31万円程度（介護施設等における看護職員に求められる

役割とその体制のあり方に関する調査研究事業報告書。平成29年３月公益法人日本看護協会）
注４）「福祉施設介護員」は、児童福祉施設、身体障害者福祉施設、老人福祉施設その他の福祉施設において、入所者の身近な存在として、日常生活の身の回りの世話や介助・

介護の仕事に従事する者をいう。なお、処遇改善加算の（Ⅰ）～（Ⅲ）を取得している事業所の勤続10年以上介護福祉士の賞与込み給与は、34.0万円（平成30年度介護従事
者処遇状況等調査）

注５）産業別賃金は「100人以上規模企業における役職者」を除いて算出。なお、職種別賃金には役職者は含まれていない。役職者を含む産業計は、平均年齢43.1歳、勤続年数
12.4年、賞与込み給与41.7万円

介護人材の賃金の状況（一般労働者、男女計）

○ 介護職員について産業計と比較すると、勤続年数が短くなっているとともに、賞与込み給与も低くなっている。
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勤務継続にあたり、重要と思うもの 上位3つ 【全体】

（注）令和元年度老人保健事業推進費等補助金「処遇改善加算の申請等の簡素化に関する調査研究事業」（株式会社三菱総合研究所）を基に作成
勤続10年以上の者に対して調査

36.6%

18.4%

18.6%

6.3%

6.2%

12.5%

9.8%

2.0%

27.8%

6.6%

18.0%

3.6%

31.4%

24.7%

9.8%

13.1%

26.1%

11.3%

1.8%

3.2%

1.5%

4.4%

2.1%

3.3%

1.1%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

仕事へのやりがいがあること

社会において必要とされている仕事であること／社会に貢献できる仕事であること

介護が必要な人とその家族の生活を支える仕事であること

利用者や利用者の家族と良好な関係性を築けていること

自分の仕事が利用者や利用者の家族等に感謝されること

資格や専門知識を活かし仕事ができること

利用者の満足度が向上していることを実感できること

自身が提供するサービスやケアの質に満足していること

上司や同僚等を含めた職場全体の雰囲気がよいこと

施設長や上司による支援や配慮があること／上司との良好な人間関係

同僚や職員間での友好的な関係性／同僚との良好な人間関係

その他

能力や業務内容を反映した給与体系

休暇取得のしやすさ

福利厚生の充実

自分の仕事ぶりに対する正しい評価

ワーク・ライフ・バランスに配慮した勤務体制／仕事と家庭生活との両立が可能であること

業務の量・重要度を考慮した職員配置

法人や施設・事業所における資格取得や勉強する機会、研修が制度等として充実していること

法人や施設・事業所において、資格取得や勉強する機会、研修に参加しやすい配慮や支援等があること

法人や施設・事業所における施設や設備が充実していること

ケアの質を高めるための取り組みを実施していること

職場のケア実践方針への共感

法人や施設・事業所の理念やビジョン等への共感や期待

その他

N=2666
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これまでの主な対策

（実績）月額平均５．７万円の改善
月額平均１.4万円の改善（29年度～）
月額平均1.3万円の改善（27年度～）
月額平均0.6万円の改善（24年度～）
月額平均2.4万円の改善（21年度～）

○ 介護福祉士修学資金貸付、再就職準
備金貸付による支援

○ 中高年齢者等の介護未経験者に対す
る入門的研修の実施から、研修受講後の
体験支援、マッチングまでを一体的に支援

○ 介護ロボット・ＩＣＴの活用推進
○ 介護施設・事業所内の保育施設の設
置・運営の支援

○ キャリアアップのための研修受講負担軽
減や代替職員の確保支援

◎ リーダー級の介護職員について他産業と遜
色ない賃金水準を目指し、経験・技能のある介
護職員に重点化した更なる処遇改善を2019
年10月より実施

○ 学生やその保護者、進路指導担当者
等への介護の仕事の理解促進

○ 介護を知るための体験型イベントの開催

◎ 介護分野への元気高齢者等参入促進セミ
ナーの実施

◎ ボランティアポイントを活用した介護分野での
就労的活動の推進

◎ リーダー的介護職員の育成とチームケアによ
る実践力の向上

◎ 介護ロボット・ＩＣＴ活用推進の加速化
◎ 生産性向上ガイドラインの普及
◎ 悩み相談窓口の設置、若手職員の交流推進

◎ 若者層、子育てを終えた層、アクティブシニ
ア層に対する介護職の魅力等の情報発信

介護職員の
処遇改善

多様な人材
の確保・育成

離職防止
定着促進

生産性向上

介護職
の魅力向上

さらに講じる主な対策

外国人材の受
入れ環境整備

○ 介護福祉士を目指す留学生等の支援
（介護福祉士修学資金の貸付推進、日
常生活面での相談支援等）

◎ 「特定技能」等外国人介護人材の受入環境
整備（現地説明会等による日本の介護のPR、
介護技能向上のための集合研修、介護の日本
語学習支援、介護業務等の相談支援・巡回訪
問の実施等）

90
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（H30老健事業）

○自治体・事業者へのアン
ケート等による実態把握

○文書の削減方策について

の提言

１．指定申請関連文書

２．報酬請求関連文書

○削減項目の検討

・削減可能項目の洗い出し

・自治体へのアンケート

○省令改正（10月施行）

・一部の提出項目を削除

○様式例の変更・周知

○更なる効率化検討

３．指導監査関連文書
（H30老健事業）

○自治体へのヒアリングを
ふまえた項目の標準化、
様式整備

○モニタリング調査の実施

○通知発出（5月29日付）

・実地指導の標準化・効率

化等の運用指針

必
要
に
応
じ
更
な
る
見
直
し（H29老健事業）

○自治体が実地指導にて求め
る文書の実態把握

○文書量削減の方向性の提言

～2017年度 2018年度 2019年度 ･･･ 2020年代初頭

○事業所における実態把握

等

・訪問、通所介護事業所、
ケアマネ事業所等におけ
る文書の種類、負担感等
を調査

・訪問、通所事業所を対象
に、ICT導入前後の書類作
成時間等の効果を検証

○ 生産性向上ガイド
ラインの作成

・作成文書の見直し、
ＩＣＴ化等の業務改
善の取組を後押し

「行政が求める

帳票等の文書量

の半減」を実現

○社会保障審議会介護保険部会の下に
「介護分野の文書に係る負担軽減に
関する専門委員会」を設置

・自治体及び介護サービス事業者が協働

して検討

⇒ 12月４日 中間取りまとめ

①簡素化、②標準化、③ICT等の活用

について、今後3年以内の取組の

方向性提示

○上記を踏まえ、必要な省令改正、通知

発出等に対応

国
・
自
治
体
が
求
め
る
帳
票
等

事
業
所
が
独
自
に
作
成
す
る
文
書

○ガイドラインの改定・横展開
・モデル事業で新たな取組事例創出、アウ

トカム評価を行い、ガイドラインを改訂
・webを活用したデジタルツールの作成
・生産性向上協議会の開催

○ 介護現場革新会議

・関係団体と議論し
基本方針を策定

○自治体・関係団体と協力し、パイ

ロット事業を実施

○地域医療介護総合確保基金を活用し

た事業所へのICT導入支援（介護ソフト

及びタブレット端末等の費用の一部を助成）

更
な
る
普
及
展
開
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指定申請 報酬請求 指導監査

簡素化

標準化

ICT等
の活用

●提出時のルールによる手間の簡素化
・押印、原本証明、提出方法（持参・郵送等）

●様式、添付書類そのものの簡素化
・勤務表の様式、人員配置に関する添付書類
・その他、指定申請と報酬請求で重複する文書

・平面図、設備、備品等 ・処遇改善加算/
特定処遇改善加算

●変更届の頻度等の取扱い
●更新申請時に求める文書の

簡素化
●併設事業所や複数指定を受ける事業所に関する簡素化

・複数種類の文書作成（例:介護サービスと予防サービス）
・複数窓口への申請（例:介護サービスと総合事業）
・手続時期にずれがあることへの対応

●介護医療院への移行にかかる
文書の簡素化

●実地指導に際し提出する
文書の簡素化
・重複して求める文書
・既提出文書の再提出

●指導監査の時期の取扱い

●様式例の整備（総合事業、加算の添付書類等）

●ガイドライン、ハンドブック等、効果的な周知の方法

●標準化・効率化指針の
周知徹底による標準化

●データの共有化・文書保管の電子化
●ウェブ入力・電子申請

●実地指導のペーパーレス化
・画面上での文書確認

簡
素
化
・
標
準
化
の
検
討
が
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
化
の
推
進
に
も
繋
が
る
。

（
並
行
し
て
検
討
す
る
こ
と
が
有
益
な
項
目
は
柔
軟
に
取
り
扱
う
。
）

各取組の周知徹底
（特に小規模事業者）
国・都道府県から市
区町村への支援
事業所におけるICT
化の推進
自治体における取組
推進のための仕組み
の検討 他

≪取組を徹底するための方策≫

R元年度内目途の取組
１～２年以内の取組

３年以内の取組

＜凡例＞

●H30省令改正・様式例改訂の周知徹底による標準化 (※)

（※）介護保険法施行規則の改正（ H30年10月施行）の内容を踏まえた、老人福祉法施行規則上の規定の整理も含む。

●申請様式のHPにおけるダウンロード

（※※）前倒しで実現出来るものがあれば、順次取り組んでいく。

（※※）
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地域医療介護総合確保基金を活用した介護ロボットの導入支援

○ 介護ロボットの普及に向けては、各都道府県に設置される地域医療介護総合確保基金を活用し、介護施設等に対する介護
ロボットの導入支援を実施しており、令和２年度に支援内容を拡大したところ。

○ こうした中、新型コロナウィルス感染症の発生によって職員体制の縮小や感染症対策への業務負荷が増えている現状を
踏まえ、更なる職員の負担軽減や業務効率化を図る必要があることから、以下の更なる拡充を行う。

①介護ロボットの導入補助額の引上げ（移乗支援及び入浴支援に限り、１機器あたり上限100万円）
②見守りセンサーの導入に伴う通信環境整備に係る補助額の引上げ（１事業所あたり上限750万円）
③１事業所に対する補助台数の制限（利用者定員の２割まで）の撤廃
④事業主負担を１／２負担から都道府県の裁量で設定できるように見直し（事業主負担は設定することを条件）

拡充

令和元年度 令和２年度
（当初予算）

上限３０万円 上限３０万円

ー
上限１５０万円

※令和５年度までの実施

利用定員１割まで
利用定員２割まで

※令和５年度までの実施

対象経費の１／２ 対象経費の１／２

令和２年度（補正予算）

○移乗支援
（装着型・非装着型）

○入浴支援
上限１００万円

上記以外 上限３０万円

上限７５０万円

必要台数
（制限の撤廃）

都道府県の裁量により設定
（負担率は設定することを条件）

更
な
る
拡
充

移乗支援、移動支援、排泄支援、見守り、入浴支援などで利用
する介護ロボットが対象

介護保険施設・事業所

利用者

都道府県基金
（負担割合：国２／３、

都道府県１／３）
介護ロボット

導入計画
介護ロボット

導入支援

負担軽減 効率化サービス
提供

対象となる介護ロボット
実施都道府県数：46都道府県

（令和元年度）

都道府県が認めた介護施設等の
導入計画件数

（注）令和元年度の数値はR2.１月時点の暫定値
※１施設で複数の導入計画を作成することが

あり得る

○見守りセンサー
（見守り）

○入浴アシストキャリー
（入浴支援）

○装着型パワーアシスト
（移乗支援）

実績（参考）事業の流れ

介護ロボット導入
補助額

（１機器あたり）

見守りセンサーの導入
に伴う通信環境整備

（Wi-Fi工事、インカム）
（１事業所あたり）

補助上限台数
（１事業所あたり）

事業主負担

拡
充

拡
充

H27 H28 H29 H30 R1
58 364 505 1,153 1,645

○非装着型離床アシスト
（移乗支援）
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○ 介護現場のＩＣＴ化に向けては、令和元年度より、各都道府県に設置されている地域医療介護総合確保基金を活用した導入支援を

実施しており、令和２年度には、補助上限額の拡充等を行ったところ。

○ 今般の新型コロナウイルス感染症の発生により、感染症予防のための取組等が求められるなど、職員の業務負荷が増えている現状

を踏まえ、業務負担の軽減や業務効率化を図るため、更なる拡充を行う。

＜拡充内容＞

① 補助上限額の更なる引き上げ（事業所規模に応じて100万円～260万円）

② 補助対象となる機器の拡充（wi-fi購入・設置費）

③ 補助対象となる介護ソフトの拡充（業務効率化に資する勤怠管理、シフト表作成等の介護ソフト購入も対象とする）

介護事業所におけるＩＣＴ導入の加速化支援

令和元年度 令和２年度（当初予算）

補助
上限額

３０万円

事業所規模に応じて補助上限額を設定
職員 1人～10人 50万円
職員11人～20人 80万円
職員21人～30人 100万円
職員31人～ 130万円

補助率 １／２ 都道府県の裁量により設定
（事業者負担は入れる事を条件とする）

補助
対象

介護ソフト、
スマートフォン、

タブレット
等

同左

令和２年度（補正予算）

事業所規模に応じて補助上限額を設定
職員 1人～10人 100万円
職員11人～20人 160万円
職員21人～30人 200万円
職員31人～ 260万円

同左

従来の機器・介護ソフトに加え、以下を新たに対象とする
・wi-fi購入・設置費（通信費は含まない）
・業務効率化に資する勤怠管理、シフト表作成等の介護ソ

フト（一気通貫等の要件は満たす必要あり）

拡
充

拡
充

拡
充

拡
充

拡
充

更
な
る
拡
充
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介護現場の生産性向上を推進するため、介護施設等の大規模修繕の際にあわせて行うロボット・センサー、ICTの
導入を補助対象に追加する。

施設の大規模修繕の際にあわせて行うロボット・センサー、ICTの導入支援（拡充）

「大規模修繕時」の補助単価は、 「施設開設時」等と異なり、ロボット・センサー、ICT以外の設備整備や、職員訓
練期間中の雇上げ、職員募集経費や開設のための普及啓発経費等はかからないことを踏まえ、１／２とする。
これに併せて、補助対象経費は、タブレット端末・スマートフォン等ハードウェア、ソフトウェア、クラウドサービス、保守・
サポート費、導入設定、導入研修、セキュリティ対策などに限る。
令和５年度までの実施。

（補助要件）

開設時
増床時
再開設時（改築時）

「大規模修繕時」

（現行の開設準備経費の
補助対象時点）

（拡大後の開設準備経費の
補助対象時点） ＜見守りセンサーの例＞

＜介護業務支援の例＞

開設時
増床時
再開設時（改築時）

（開設時等の開設準備経費の
最大補助単価）

特養、老健、認知症GH、介護付きホー
ムの例：１定員あたり ８３.９万円

（大規模修繕時の開設準備経費の
最大補助単価）

特養、老健、認知症GH、介護付き
ホームの例：１定員あたり ４２万円

41

Administrator
長方形



140

Administrator
長方形

Administrator
長方形



80

Administrator
長方形



Administrator
長方形



724

1,094

1,094

1,094

600 1,000 1,300

1,330

Administrator
長方形



Administrator
長方形



Administrator
長方形



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 第三者評価事業について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

介護・福祉サービスの第三者評価の取組について 
 

 

趣  旨 

第三者の目から見た評価結果を幅広く利用者や事業者に公表

することにより、利用者に対する情報提供を行うとともに、サー

ビスの質の向上に向けた事業者の取り組みを促すことで、利用

者本位の福祉の実現を目指す。 

実施主体 
京都介護・福祉サービス第三者評価等支援機構 

（平成 17年 10月設立、事務局：京都府社会福祉協議会内） 

実施件数 

（Ｒ２） 

介護サービス １５７件 

福祉サービス １０４件    計２６１件 

 


